
（８）ガイドライン

※地帯区分「農林水産省」分抜粋



   　平成３年５月３１日付　３構改Ｄ第３８９号

　　　一部改正　平成　４年　６月１０日付　　４構改Ｄ第２９３号                

  　　一部改正　平成　５年　７月　６日付　　５構改Ｄ第５２１号                

　　　一部改正　平成　６年１０月　５日付　　６構改Ｄ第５１８号                

　　　一部改正　平成　７年１２月２２日付　　７構改Ｄ第７８９号                

　　　一部改正　平成　８年１１月１９日付　　８構改Ｄ第６８２号                

　　　一部改正　平成　９年１１月　５日付　　９構改Ｄ第６７２号                

　　　一部改正　平成１０年　６月１０日付　１０構改Ｄ第  ５５号                

  　　一部改正　平成１１年　７月１４日付　１１構改Ｄ第４８６号                

      一部改正　平成１２年　８月２１日付　１２構改Ｄ第６７５号

      一部改正　平成１３年　８月１０日付　１３農振第１２６２号

      一部改正　平成１４年　８月　８日付　１４農振第  ９５３号

      一部改正　平成１５年　５月２６日付　１５農振第  ２２７号

　　　一部改正　平成１８年　８月２４日付　１８農振第  ８５７号

　　　一部改正　平成１９年　８月　８日付　１９農振第  ８３７号

　　　一部改正　平成２０年　８月２６日付　２０農振第  ９６２号

　　　一部改正　平成２１年　７月１３日付　２１農振第　８３４号

　　　一部改正　平成２２年　７月３０日付　２２農振第　９０７号

　　　一部改正　平成２４年　３月２１日付　２３農振第２５８３号

　　　一部改正　平成２５年　３月２８日付　２４農振第２５３２号

　　　一部改正　平成２６年　３月２８日付　２５農振第２３１０号

　　　一部改正　平成２６年　７月１７日付　２６農振第　９９３号

　　　一部改正　平成２７年　７月３０日付　２７農振第１１０４号

　　　一部改正　平成２８年　６月２７日付　２８農振第　８２３号

　　　一部改正　平成２９年　６月２７日付　２９農振第　７７７号

　　　一部改正　平成３０年　７月１９日付　３０農振第１２７４号

　　　一部改正　平成３１年　４月　１日付　３０農振第４０８９号

　　　一部改正　令和　２年　４月　１日付　　元農振第３６９２号

      各地方農政局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長あて　農村振興局長通知  

　なお、貴局管内の都道府県知事には、貴職から通知されたい。

めたので、御了知の上、その運用に特段の御配慮をお願いする。

土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について

　この度、地方公共団体が事業の態様や地域の実状等に即して事業費の負担

割合を定めるに当たっての指針とするため、国営、都道府県営及び団体営土

地改良事業における都道府県及び市町村の標準的な費用負担の水準を別紙の

とおり、「土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針」として定



「土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針」
R2.4

（国営：その１） （単位：％）

都府県 市町村

ア イ ウ エ

75 70 25 5

70 70 20 8

70 2/3 23.4 8

67.5 2/3 20.9 8

65 2/3 19 8

60 2/3 17 6

[※] [2/3] [17] [7]

<65> <2/3> <30> <3.4>

<<※>> <<2/3>> <<30>> <<3.4>>

<<※>> <<70>> <<30>> <<0>>

(※) (2/3) (19.4) (9)

((※)) ((2/3)) ((22)) ((11.4))

〔※〕 〔2/3〕 〔22〕 〔11.4〕

65 2/3 17 6

50 50 25 10

60 2/3 17 6

<※> <2/3> <24.4> <5>

<65> <55> <30> <10>

<60> <55> <28> <11>

<50> <50> <29> <14>

(※) (2/3) (25.2) (5)

75 70 30 0

65 2/3 30 3.4

※ 50 35 15

(※) (2/3) (22) (11.4)

※ 2/3 30 3.4

　<  >書は農地再編整備の中山間地
域型に適用する。
　(　)書は農地再編整備の次世代農
業促進型及び国営緊急農地再編整備
に適用する。

　(　)書は緊急対策に適用する。
（注27）

（土地改良施設突発事故復旧事
業）

農用地再編整備
事業費

総合農地防災事
業費

国営総合農地防災（総合農地防
災）

国営農用地再編整備

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
農 林 水 産 省

一　般　会　計　(歳　出)
国庫率

国営かんがい排水

｛ただし田以外：特殊土壌等｝ 　「田以外：特殊土壌等」とは平成
５年４月１日付け５構改Ｄ第194号
による改正前の国営かんがい排水事
業実施要綱第６の１の（１）のウの
(イ)及び(２)に規定する特殊土壌地
帯における田以外にかかる部分並び
に琵琶湖総合開発特別措置法（昭和
47年法律第64号）に基づく指定に係
る事業を示す。

｛ただしファームポンドﾞ、先行核地域及び
農業水利制御システム｝

　「ファームポンド、先行核地域及
び農業水利制御システム」とは国営
かんがい排水事業実施要綱（平成元
年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知）第２の
３、４、５及び７により行う事業を
示す。

農業生産基盤整備事
業費

かんがい排水事
業費 　[　]書はかんがい排水の農業用水

再編対策事業(地域用水機能増進
型）及び流域水質保全機能増進事業
に適用する。ただし、ダム、頭首工
等の基幹的施設は除く。
　<　>書は併せ行うため池整備に適
用する。（注23）
　<<>>書は一体的に行う耐震化対
策、一体的に行う地域防災対策及び
一体的に行う豪雨災害対策に適用す
る。（注24）
　(　)書は更新事業に適用する。
　(())書は緊急対策に適用する（注
26）
 〔  〕書は一体的に行う安全対策
に適用する。（注28）



R2.4

（国営：その２） （単位：％）

道 市町村

ア イ ウ エ

90 85 12 2

｛85｝ {80} {15} {5}

85 85 10 2

85 80 15 2

[※] [80] [15] [3]

{80} {75} {19} {6}

80 75 19 3

80 85 15 0

77.5 85 13 2

77.5 75 22.5 2.5

75 75 20 4

70 75 17 3

[※] [75] [17] [4]

<65> <75> <25> <0>

<65> <80> <20> <0>

65 2/3 23 5

55 60 27 5

<<※>> <<85>> <<15>> <<0>>

<<※>> <<80>> <<20>> <<0>>

<<※>> <<75>> <<25>> <<0>>

(※) (85) (12) (2)

(※) (80) (16) (2.5)

(※) (75) (18) (4.5)

((※)) ((85)) ((13)) ((2))

((※)) ((80)) ((17)) ((3))

((※)) ((75)) ((19)) ((6))

〔※〕 〔85〕 〔13〕 〔2〕

〔※〕 〔80〕 〔17〕 〔3〕

〔※〕 〔75〕 〔20〕 〔5〕

55 50 27.5 9

80 75 15 4

67.5 75 13 5

65 75 13 5

<※> <75> <18> <4>

<60> <55> <28> <11>

<60> <50> <33> <11>

<55> <50> <31> <13>

<50> <50> <29> <14>

(※) (75) (18.3) (4)

65 75 25 0

(※) (75) (19) (6)

※ 75 25 0

※ 85 15 0

※ 80 20 0

　{　}書は直轄明渠排水及び内水排
除に適用する。
　[　]書はかんがい排水の環境保全
型かんがい排水事業、農業用水再編
対策事業(地域用水機能増進型)及び
流域水質保全機能増進事業に適用す
る。ただし、ダム、頭首工等の基幹
的施設は除く。
　<　>書は併せ行うため池整備に適
用する。（注23）
　<<>>書は一体的に行う耐震化対
策、一体的に行う地域防災対策及び
一体的に行う豪雨災害対策に適用す
る。（注24）
　(　)書は更新事業に適用する。
　(())書は緊急対策に適用する（注
26）
 〔  〕書は一体的に行う安全対策
に適用する。（注28）

国営農用地再編整備

　<  >書は農地再編整備の中山間地
域型に適用する。
　(　)書は農地再編整備の次世代農
業促進型及び国営緊急農地再編整備
に適用する。

農業生産基盤整備事
業費

かんがい排水事
業費

農用地再編整備
事業費

総合農地防災事
業費

国営総合農地防災（総合農地防
災）

国営かんがい排水

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
北 海 道

一　般　会　計　(歳　出)
国庫率

（土地改良施設突発事故復旧事
業）

｛ただしファームポンドﾞ、先行核地域及び
農業水利制御システム｝

　「ファームポンド、先行核地域及
び農業水利制御システム」とは国営
かんがい排水事業実施要綱（平成元
年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知）第２の
３、４、５及び７により行う事業を
示す。

　(　)書は緊急対策に適用する。
（注27）



R2.4

（国営：その３） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

100 95 5 0

85 90 7 1

[※] [90] [7] [1.5]

<※> <90> <10> <0>

(※) (95) (5) (0)

(※) (90) (7) (2)

((※)) ((95)) ((5)) ((0))

((※)) ((90)) ((8)) ((2))

〔※〕 〔95〕 〔5〕 〔0〕

〔※〕 〔90〕 〔8〕 〔2〕

80 80 10 4

※ 90 10 0

※ 95 5 0

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
沖 縄

一　般　会　計　(歳　出)
国庫率

農用地再編整備
事業費

総合農地防災事
業費

国営総合農地防災（総合農地防
災）

（土地改良施設突発事故復旧事
業）

｛ただしファームポンドﾞ、先行核地域及び
農業水利制御システム｝

農業生産基盤整備事
業費

かんがい排水事
業費

国営かんがい排水

国営農用地再編整備

　[　]書はかんがい排水の環境保全
型かんがい排水事業及び流域水質保
全機能増進事業に適用する。ただ
し、ダム、頭首工等の基幹的施設は
除く。
　<　>書は併せ行うため池整備に適
用する。（注23）
　(　)書は更新事業に適用する。
　(())書は緊急対策に適用する（注
26）
 〔  〕書は一体的に行う安全対策
に適用する。（注28）

　「ファームポンド、先行核地域及
び農業水利制御システム」とは国営
かんがい排水事業実施要綱（平成元
年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知）第２の
３、４、５及び７により行う事業を
示す。



R2.4

（国営：その４） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

95 90 8 1

85 90 7 1

[※] [90] [7] [1.5]

<※> <90> <10> <0>

(※) (90) (8.5) (1)

(※) (90) (7) (2)

((※)) ((90)) ((9)) ((1))

((※)) ((90)) ((8)) ((2))

〔※〕 〔90〕 〔9〕 〔1〕

〔※〕 〔90〕 〔8〕 〔2〕

70 65 20 6

※ 90 10 0

国庫率

　[　]書は流域水質保全機能増進事
業に適用する。ただし、ダム、頭首
工等の基幹的施設は除く。
　<　>書は併せ行うため池整備に適
用する。（注23）
　(　)書は更新事業に適用する。
　(())書は緊急対策に適用する（注
26）
 〔  〕書は一体的に行う安全対策
に適用する。（注28）

｛ただしファームポンドﾞ、先行核地域及び
農業水利制御システム｝

　「ファームポンド、先行核地域及
び農業水利制御システム」とは国営
かんがい排水事業実施要綱（平成元
年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知）第２の
３、４、５及び７により行う事業を
示す。

国営かんがい排水

国営農用地再編整備

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
奄 美

一　般　会　計　(歳　出)

（土地改良施設突発事故復旧事
業）

農業生産基盤整備事
業費

かんがい排水事
業費

農用地再編整備
事業費

総合農地防災事
業費

国営総合農地防災（総合農地防
災）



R2.4

（国営：その５） （単位：％）

都県 市町村

ア イ ウ エ

90 85 12 2

85 85 10 2

85 80 15 2

[※] [80] [15] [3]

80 85 15 0

77.5 85 13 2

77.5 75 22.5 2.5

75 75 20 4

70 75 17 3

[※] [75] [17] [4]

<※> <75> <25> <0>

<※> <80> <20> <0>

(※) (85) (12) (2)

(※) (80) (16) (2.5)

(※) (75) (18) (4.5)

((※)) ((85)) ((13)) ((2))

((※)) ((80)) ((17)) ((3))

((※)) ((75)) ((19)) ((6))

〔※〕 〔85〕 〔13〕 〔2〕

〔※〕 〔80〕 〔17〕 〔3〕

〔※〕 〔75〕 〔20〕 〔5〕

55 50 27.5 9

※ 75 25 0

※ 85 15 0

※ 80 20 0

備　　　　　　　考
離 島

一　般　会　計　(歳　出)
国庫率

　[　]書はかんがい排水の農業用水
再編対策事業(地域用水機能増進
型）及び流域水質保全機能増進事業
に適用する。ただし、ダム、頭首工
等の基幹的施設は除く。
　<　>書は併せ行うため池整備に適
用する。（注23）
　(　)書は更新事業に適用する。
　(())書は緊急対策に適用する（注
26）
 〔  〕書は一体的に行う安全対策
に適用する。（注28）

　「ファームポンド、先行核地域及
び農業水利制御システム」とは国営
かんがい排水事業実施要綱（平成元
年７月７日付け元構改Ｄ第532号農
林水産事務次官依命通知）第２の
３、４、５及び７により行う事業を
示す。

国営かんがい排水

国営農用地再編整備

（土地改良施設突発事故復旧事
業）

｛ただしファームポンドﾞ、先行核地域及び
農業水利制御システム｝

農業生産基盤整備事
業費

かんがい排水事
業費

農用地再編整備
事業費

総合農地防災事
業費

国営総合農地防災（総合農地防
災）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分



R2.4

（都道府県営：その１） （単位：％）

都府県 市町村

ア イ ウ エ

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

(※) (50) (32) (18)

(※) (55) (32) (13)

[※] [50] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

※ 50 25 10

※ 55 25 10

※ 50 25 10

<※> <50> <25> <11>

{※} {50} {29} {14}

〔※〕 〔50〕 〔33〕 〔17〕

((※)) ((50)) ((32)) ((18))

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

【※】 【50】 【29】 【11】

【※】 【55】 【28.5】 【10.5】

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

{※} {50} {31} {13}

{※} {55} {30} {12}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

〔※〕 〔55〕 〔31〕 〔14〕

※ 55 32 11

(※) (55) (33) (12)

60 55 34 11

55 50 34 16

※ 55 34 11

※ 50 34 16

60 55 28 11

60 50 33 11

※ 55 33 11

50 50 29 14

※ 55 29 14

50 50 29 14

※ 55 29 14

※ 55 34 11

※ 50 34 16

60 55 37 8

60 50 42 8

※ 55 42 3

55 50 37 13

※ 55 37 8

50 50 32 18

※ 55 32 13

60 55 34 11

60 50 39 11

55 50 34 16

※ 55 39 6

※ 55 34 11

 （　）書は粗放的管理区域に適用す
る。
農村振興環境整備等（注21）を除
く。

農村地域防災減災事
業費

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

地盤沈下対策事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
農 林 水 産 省

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農業生産基盤整備事
業費

農業競争力強化基盤
整備事業費

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

（一般整備型） 　注９）に該当するものに適用す
る。

（ため池長寿命化型）

（ため池群整備型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

防災ダム整備事業 65 55 39

農地中間管理機構関連農地整備事業

農業競争力強化農地整備事業

農地整備事業 　営農環境整備（注21）を除く。

農業基盤整備促進事業 　（　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業

6 　注７）に該当するものに適用す
る。

　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

水利施設等保全高度化事業

（一般型） 　営農環境整備（注21）を除く。
　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）ただし、(( ))書
は地域用水機能増進型に適用する。
 【　】書は高収益作物転換型に適用
する。
　（一般型）及び（特別型）と併せ
行う農村地域防災減災事業は（注
25）によるもので、同事業の負担割
合を適用する。

（特別型）

（簡易整備型）

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業



R2.4

（都道府県営：その２） （単位：％）

都府県 市町村

ア イ ウ エ

60 55 28 11

60 50 33 11

※ 55 33 11

50 50 29 14

※ 55 29 14

65 50 44 6

50 50 32 18

65 55 44 1

50 55 32 13

65 55 30 10

※ 50 32 18

50 50 29 14

※ 55 29 14

45 45 31 16

40 40 30 11

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 55 37 8

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 55 37 8

※ 50 32 18

※ 55 32 13

60 55 37 8

60 50 42 8

※ 55 42 3

50 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 35 10

※ 55 35 10

55 55 34 11

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 55 34 11

2/3 55 41 4

65 55 41 4

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 29 14

※ 55 29 14

<※> <2/3> <29> <4.4>

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 32 18

※ 55 32 13

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

(※) (50) (32) (18)

(※) (55) (32) (13)

[※] [50] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

※ 50 25 10

※ 55 25 10

土地改良施設突発事故復旧事業

　注14）に該当するものに適用す
る。農業生産基盤整備（注17）に係
るものは、同事業の負担割合を適用
する。

　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

（安全対策）

農地整備

農地整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

農業水利施設危機管理対策事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
農 林 水 産 省

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農業用施設等災害管理対策事業 　注15）に該当するものに適用す
る。

農業生産基盤整備事
業費

農村地域防災減災事
業費

用排水施設等整備事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用す
る。

鉱毒対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用す
る。

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事



R2.4

（都道府県営：その３） （単位：％）

都府県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 50 25 10

<※> <50> <25> <11>

{※} {50} {29} {14}

〔※〕 〔50〕 〔33〕 〔17〕

((※)) ((50)) ((32)) ((18))

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

農業水利施設等保全合理化事業 ※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

防災ダム事業

（防災ダム工事） 65 55 39 6

60 55 34 11

60 50 39 11

55 50 34 16

※ 55 39 6

※ 55 34 11

（地震対策ため池防災工事） ※ 55 34 11

※ 50 34 16

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 60 55 28 11

（ため池整備工事（特別対策型）） 60 50 33 11

（ため池整備工事 50 50 29 14

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事） 60 55 28 11

（湖岸堤防工事） 60 50 33 11

50 50 29 14

※ 50 29 14

60 55 37 8

60 50 42 8

55 50 37 13

50 50 32 18

65 55 30 10

※ 50 32 18

50 50 29 14

45 45 31 16

40 40 30 11

農村地域環境保全整備事業

（農村地域環境保全総合整備事業）

（特定農業用管水路等特別対策事業） ※ 50 35 10

60 55 34 11

60 50 39 11

55 50 34 16

※ 55 39 6

※ 55 34 11

※ 55 28 11

※ 50 29 14

※ 55 29 14

農業用河川工作物等応急対策事業 60 55 37 8

60 50 42 8

50 50 32 18

　注11）に該当するものに適用す
る。

※ 50 32 18

　農業生産基盤整備（注17）及び農
村保全管理施設（注18）に係るもの
は、各事業の負担割合を適用する。

農地防災

　注７）に該当するものに適用す
る。

（防災ため池工事） 　注８）に該当するものに適用す
る。

　注９）に該当するものに適用す
る。

　注10）に該当するものに適用す
る。

湛水防除事業

農地保全事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
農 林 水 産 省

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

水利施設整備

水利施設等整備事業 　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）ただし、(( ))書
は地域用水機能増進型に適用する。
　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

地盤沈下対策事業

地域ため池総合整備事業 　注９）に該当するものに適用す
る。

　注12）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業



R2.4

（都道府県営：その４） （単位：％）

都府県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 50 29 14

※ 55 29 14

<※> <2/3> <29> <4.4>

※ 55 34 11

※ 50 34 16

55 55 34 11

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 55 34 11

※ 50 25 10

※ 55 30 10

50 50 25 10

<※> <50> <25> <11>

［50］ [50] [25] [10]

［※］ [45] [27.5] [10]

農地集積・集約化 農地集積・集約化 ※ 50 27.5 10

等対策費 対策整備交付金 ※ 55 27.5 10

(※) (50) (32) (18)

(※) (55) (32) (13)

[※] [50] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金

※ 50 27.5 10

※ 55 27.5 10

{※} {50} {31} {13}

{※} {55} {30} {12}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

〔※〕 〔55〕 〔31〕 〔14〕

（防災減災対策） ※ 50 34 16

※ 55 34 11

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 35 10

※ 55 35 10

（長寿命化対策） 　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
農 林 水 産 省

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農業水路等長寿命化・防災減災事業

60 55 30 10

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

農村整備

集落基盤再編型 　農業生産基盤整備に係るもののみ
に適用する。（注17）農村生活環境
整備及び保全管理等（注21）を除
く。
　<  >書は地域用水機能の増進を伴
う農業用用排水施設整備に係るもの
に適用する。ただし、ダム、頭首工
等の基幹的施設は除く。（注19）
　[　]書は基幹水利施設補修に係る
ものに適用する。（注20）

中山間地域総合整備型 60 55 30 10

農地環境整備型

農地防災

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

ため池群整備事業 　注８）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設豪雨対策事業 ※ 50 32 18 　注11）に該当するものに適用す
る。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）



R2.4

（都道府県営：その５） （単位：％）

道 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農業競争力強化 ※ 50 32.5 10

事業費 基盤整備事業費 ※ 55 32.5 10

※ 50 32.5 10

※ 55 32.5 10

※ 50 32.5 10

※ 52 32.5 10

※ 55 32.5 10

(※) (52) (32) (16)

(※) (55) (32) (13)

[※] [52] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

※ 50 25 10

※ 55 25 10

※ 50 27.5 9

<※> <50> <27.5> <10>

{※} {50} {31} {13}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

※ 50 32.5 10

※ 55 32.5 10

(※) (52) (28) (8)

(※) (55) (28) (8)

【※】 【50】 【33.5】 【10.5】

【※】 【55】 【33】 【10】

※ 50 32.5 10

※ 52 32.5 10

※ 55 32.5 10

{※} {50} {35} {12}

{※} {52} {34} {12}

{※} {55} {33} {11}

〔※〕 〔50〕 〔36〕 〔14〕

〔※〕 〔52〕 〔35〕 〔13〕

〔※〕 〔55〕 〔34〕 〔11〕

※ 55 32 11

(※) (55) (33) (12)

農村地域防災減災

事業費

60 55 34 11

55 50 34 16

※ 55 34 11

※ 50 34 16

60 55 28 11

60 50 33 11

※ 55 33 11

50 50 29 14

※ 55 29 14

50 50 29 14

※ 55 29 14

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農地中間管理機構関連農地整備事業

農業競争力強化農地整備事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
北 海 道

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

（一般整備型） 　注９）に該当するものに適用す
る。

（ため池長寿命化型）

（ため池群整備型）

防災ダム整備事業 65 55 39 6 　注７）に該当するものに適用す
る。

水利施設等保全高度化事業

中山間地域農業農村総合整備事業中山間地域農業農村
総合整備事業費

（簡易整備型）

 （　）書は粗放的管理区域に適用す
る。
農村振興環境整備等（注21）を除
く。

農地整備事業 　営農環境整備（注21）を除く。

農業基盤整備促進事業 　（　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

（一般型） 　営農環境整備（注21）を除く。
　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）
　(　)書は畑地帯総合整備型に適用
する。ただし補助率の嵩上げは畑地
帯担い手育成型のみ適用する。
 【　】書は高収益作物転換型に適用
する。
　（一般型）及び（特別型）と併せ
行う農村地域防災減災事業は（注
25）によるもので、同事業の負担割
合を適用する。

（特別型）



R2.4

（都道府県営：その６） （単位：％）

道 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農村地域防災減災

事業費 事業費 60 55 37 8

60 50 42 8

※ 55 42 3

55 50 37 13

※ 55 37 8

50 50 32 18

※ 55 32 13

地盤沈下対策事業

60 55 28 11

60 50 33 11

※ 55 33 11

50 50 29 14

※ 55 29 14

65 50 41 9

50 50 32 18

※ 50 36 14

60 50 33 11

55 50 31 13

50 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 55 37 8

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 55 37 8

※ 50 32 18

※ 55 32 13

60 55 37 8

60 50 42 8

※ 55 42 3

50 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 35 10

※ 55 35 10

55 55 34 11

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 55 34 11

2/3 55 41 4

65 55 41 4

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 32 18

※ 55 32 13

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農業用施設等災害管理対策事業   注15）に該当するものに適用す
る。

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く

農業水利施設危機管理対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業 　注14）に該当するものに適用す
る。農業生産基盤整備（注17）に係
るものは、同事業の負担割合を適用
する。

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用す
る。

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
北 海 道

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用す
る。

鉱毒対策事業



R2.4

（都道府県営：その７） （単位：％）

道 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 50 32.5 10

※ 52 32.5 10

※ 55 32.5 10

※ 50 32.5 10

※ 52 32.5 10

※ 55 32.5 10

(※) (52) (32) (16)

(※) (55) (32) (13)

[※] [52] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

※ 50 25 10

※ 55 25 10

※ 50 27.5 9

<※> <50> <27.5> <10>

{※} {50} {31} {13}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

※ 52 28 8

※ 55 28 8

※ 50 32.5 10

※ 55 32.5 10

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 防災ダム事業

（防災ダム工事） 65 55 39 6

60 55 34 11

60 50 39 11

55 50 34 16

※ 55 39 6

※ 55 34 11

（地震対策ため池防災工事） ※ 55 34 11

※ 50 34 16

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 60 55 28 11

（ため池整備工事（特別対策型）） 60 50 33 11

（ため池整備工事 50 50 29 14

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害

危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 55 55 28 11

（湖岸堤防工事） 50 50 33 11

50 50 29 14

55 55 37 8

50 50 42 8

50 50 37 13

50 50 32 18

※ 50 36 14

60 50 33 11

55 50 31 13

50 50 29 14

農地防災

　注７）に該当するものに適用す
る。

（防災ため池工事） 注８）に該当するものに適用す
る。

　注９）に該当するものに適用す
る。

　注10）に該当するものに適用す
る。

湛水防除事業

農地保全事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
北 海 道

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農地整備

農地整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

水利施設整備

水利施設等整備事業 　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。
　ただし補助率の嵩上げは畑地帯担
い手育成型のみ適用する。

農業水利施設等保全合理化事業



R2.4

（都道府県営：その８） （単位：％）

道 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 農村地域環境保全整備事業

（農村地域環境保全総合整備事業）

（特定農業用管水路等特別対策事業） ※ 50 35 10

地盤沈下対策事業

※ 55 28 11

※ 50 29 14

※ 55 33 11

農業用河川工作物等応急対策事業 60 55 37 8

60 50 42 8

50 50 32 18

※ 50 29 14

※ 55 29 14

ため池群整備事業

55 55 34 11

55 50 34 16

50 50 32 18

※ 50 25 10

※ 55 30 10

55 50 27.5 9

<※> <50> <27.5> <10>

[55] [50] [27.5] [9]

[※] [50] [27.5] [9]

[※] [50] [25] [10]

農地集積・集約化 農地集積・集約化 ※ 50 32.5 10

等対策費 対策整備交付金 ※ 52 32.5 10

※ 55 32.5 10

(※) (52) (32) (16)

(※) (55) (32) (13)

[※] [52] [29] [14]

[※] [55] [29] [14]

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 ※ 50 32.5 10

※ 55 32.5 10

{※} {50} {35} {12}

{※} {55} {33} {11}

〔※〕 〔50〕 〔36〕 〔14〕

〔※〕 〔55〕 〔34〕 〔11〕

※ 50 34 16

※ 55 34 11

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 50 32 18

※ 55 32 13

※ 50 35 10

※ 55 35 10

（長寿命化対策） 　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

（防災減災対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

60 55 30 10

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
北 海 道

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

集落基盤再編型 　農業生産基盤整備に係るもののみ
に適用する。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等
（注21）を除く。
　<  >書は地域用水機能の増進を伴
う農業用用排水施設整備に係るもの
に適用する。ただし、ダム、頭首工
等の基幹的施設は除く。（注19）
　[　]書は基幹水利施設補修に係る
ものに適用する。（注20）

中山間地域総合整備型 60 55 30 10

農地環境整備型

農村整備

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

地域ため池総合整備事業 　注９）に該当するものに適用す
る。

　注12）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業 ※ 50 32 18 　注11）に該当するものに適用す
る。

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く

農地防災

　農業生産基盤整備（注17）及び農
村保全管理施設（注18）に係るもの
は、各事業の負担割合を適用する。

土地改良施設豪雨対策事業 ※ 50 32 18 　注11）に該当するものに適用す
る。



R2.4

（都道府県営：その９） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

※ 75 12.5 5

※ 80 12.5 5

(※) (80) (16) (4)

[※] [80] [11] [6]

※ 2/3 17 7

※ 50 25 10

※ 80 10 4

{※} {80} {12} {5}

〔※〕 〔80〕 〔13〕 〔7〕

※ 80 12.5 5

(※) (75) (12.5) (5)

【※】 【80】 【13】 【5】

※ 80 12.5 5

{※} {80} {13} {6}

〔※〕 〔80〕 〔14〕 〔6〕

※ 75 18 6

(※) (75) (18) (7)

農村地域防災減災

事業費

※ 80 13 7

80 80 11 6

60 80 11 6

※ 80 11 6

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

（ため池群整備型）

鉱毒対策事業

　注９）に該当するものに適用す
る。

防災ダム整備事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用す
る。

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

地盤沈下対策事業

（特別型）

（簡易整備型）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

水利施設等保全高度化事業

（一般型） 　営農環境整備（注21）を除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）
　（）書は畑地帯総合整備型に適用
する。
 【　】書は高収益作物転換型に適用
する。
　（一般型）及び（特別型）と併せ
行う農村地域防災減災事業は（注
25）によるもので、同事業の負担割
合を適用する。

（ため池長寿命化型） 80 80 11 6

5

整備事業

農業競争力強化農地整備事業

農地整備事業 　営農環境整備（注21）を除く。

農業基盤整備促進事業 　（　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

（一般整備型） 80 80 11 6

農地中間管理機構関連農地 ※ 75 12.5

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
沖 縄

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

 （　）書は粗放的管理区域に適用す
る。
農村振興環境整備等（注21）を除
く。



R2.4

（都道府県営：その１０） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農村地域防災減災 80 80 11 6

事業費 事業費 ※ 80 10 4

※ 75 12.5 5

※ 2/3 19 10

※ 80 19 1

[※] [75] [19] [6]

※ 80 13 7

※ 80 13 7

沖縄振興交付金 沖縄振興公共投資

事業推進費 交付金 ※ 75 12.5 5

※ 80 12.5 5

※ 75 12.5 5

※ 80 12.5 5

(※) (80) (16) (4)

[※] [80] [11] [6]

※ 2/3 17 7

※ 75 17 7

※ 80 10 4

{※} {80} {12} {5}

〔※〕 〔80〕 〔13〕 〔7〕

※ 75 12.5 5

水利施設整備

水利施設等整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

農業水利施設等保全合理化事業 ※ 80 12.5 5

農地整備

農地整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　[　]書は甚大地域に適用する。

農業水利施設危機管理対策事業

農業用施設等災害管理対策事業

16 9 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

水質保全対策事業 ※ 75

特定農業用管水路等特別対策事業

7

農業用河川工作物等応急対策事業

　注11）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業 ※ 80 13 7

農道防災対策工事 ※ 80

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

13

農地保全整備事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
沖 縄

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（都道府県営：その１１） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

沖縄振興交付金 沖縄振興公共投資

事業推進費 交付金 防災ダム事業

（防災ダム工事）

※ 55 34 11

※ 50 34 16

（地震対策ため池防災工事） ※ 80 13 7

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 80 80 11 6

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害

危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 80 80 11 6

（湖岸堤防工事） 60 80 11 6

※ 80 11 6

農村地域環境保全整備事業

（農村地域環境保全総合整備事業）

（特定農業用管水路等特別対策事業）

農業用河川工作物等応急対策事業

※ 2/3 19 10

[※] [75] [19] [6]

[※] [80] [19] [1]

水質保全対策事業 ※ 75 16 9 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

土地改良施設豪雨対策事業

　注11）に該当するものに適用す
る。

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　[　]書は災害地域及び甚大地域に
適用する。

ため池群整備事業

土地改良施設耐震対策事業 ※ 80 13 7

地域ため池総合整備事業 ※ 80 11 6 　注９）に該当するものに適用す
る。

地盤沈下対策事業

　農業生産基盤整備（注17）及び農
村保全管理施設（注18）に係るもの
は、各事業の負担割合を適用する。

農地防災

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
沖 縄

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農地保全事業 80 80 11 6

（防災ため池工事） 　注８）に該当するものに適用す
る。

　注９）に該当するものに適用す
る。

　注10）に該当するものに適用す
る。

湛水防除事業



R2.4

（都道府県営：その１２） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

沖縄振興交付金 沖縄振興公共投資

事業推進費 交付金 ※ 2/3 17 6

※ 75 17 6

80 80 10 4

農地集積・集約化 農地集積・集約化 ※ 80 12.5 5

等対策費 対策整備交付金 (※) (80) (16) (4)

[※] [80] [11] [6]

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金

※ 80 12.5 5

{※} {80} {13} {6}

〔※〕 〔80〕 〔14〕 〔6〕

※ 80 13 7

※ 80 11 6

※ 75 16 9

※ 50 29 14

　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

（防災減災対策）

（長寿命化対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

※ 75 17 6

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

農村整備

集落基盤再編型 　農業生産基盤整備に係るもののみ
に適用する。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等
（注21）を除く。

中山間地域総合整備型 75 75 17 6

農地環境整備型

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
沖 縄

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（都道府県営：その１３） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

※ 60 25 8

※ 60 25 8

※ 65 25 8

※ 2/3 20.9 5

(※) (60) (28) (12)

[※] [60] [29] [7]

※ 2/3 17 7

※ 65 20 6

{※} {65} {23} {8}

〔※〕 〔65〕 〔25〕 〔10〕

※ 65 25 8

(※) (2/3) (20.9) (5)

【※】 【65】 【25.5】 【8】

※ 60 25 8

※ 65 25 8

※ 2/3 20.9 5

{※} {60} {27} {10}

{※} {65} {26} {8}

{※} {2/3} {23.4} {7}

〔※〕 〔60〕 〔29〕 〔11〕

〔※〕 〔65〕 〔26〕 〔9〕

〔※〕 〔2/3〕 〔25.4〕 〔8〕

※ 70 23 6

(※) (70) (23) (7)

農村地域防災減災

事業費

※ 70 21.4 8.6

※ 2/3 21.4 12

80 70 21 6

75 2/3 22.4 7

（ため池群整備型） ※ 70 21.4 8.6

※ 2/3 21.4 12

80 70 21 6

60 70 17 9

75 2/3 22.4 7

60 2/3 19 10

※ 2/3 19 10

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

鉱毒対策事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用す
る。

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

地盤沈下対策事業

7

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

（一般整備型）   注９）に該当するものに適用す
る。

（ため池長寿命化型） 75 2/3 22.4

　営農環境整備（注21）を除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）
　(  )書は畑地帯総合整備型に適用
する。
 【　】書は高収益作物転換型に適用
する。
　（一般型）及び（特別型）と併せ
行う農村地域防災減災事業は（注
24）によるもので、同事業の負担割
合を適用する。

（特別型）

（簡易整備型）

防災ダム整備事業

水利施設等保全高度化事業

（一般型）

農業競争力強化農地整備事業

農地整備事業 　営農環境整備（注21）を除く。

農業基盤整備促進事業 　（　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

農地中間管理機構関連農地整備事業 ※ 60 25 8

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
奄 美

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

 （　）書は粗放的管理区域に適用す
る。
農村振興環境整備等（注21）を除
く。



R2.4

（都道府県営：その１４） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農村地域防災減災

事業費 事業費

※ 2/3 29.4 4

※ 2/3 24.4 9

※ 2/3 29.4 4

※ 2/3 24.4 9

80 70 26 4

75 2/3 24.4 9

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 70 29 1

<※> <2/3> <29> <4.4>

※ 2/3 24.4 9

※ 2/3 21.4 12

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 60 25 8

※ 60 25 8

※ 65 25 8

※ 2/3 20.9 5

(※) (60) (28) (12)

[※] [60] [29] [7]

※ 2/3 17 7

※ 70 17 7

※ 65 20 6

{※} {65} {23} {8}

〔※〕 〔65〕 〔25〕 〔10〕

※ 2/3 20.9 5

農業水利施設等保全合理化事業

水利施設整備

水利施設等整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。
　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

※ 65 25 8

農地整備

農地整備事業 　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

農業水利施設危機管理対策事業

農業用施設等災害管理対策事業

公害防除特別土地改良事業

水質保全対策事業 ※ 2/3 21.4 12 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

特定農業用管水路等特別対策事業

　注11）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用す
る。

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

農地保全整備事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
奄 美

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（都道府県営：その１５） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 防災ダム事業

（防災ダム工事）

※ 55 34 11

※ 50 34 16

（地震対策ため池防災工事） ※ 70 21.4 8.6

※ 2/3 21.4 12

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 80 70 21 6

（ため池整備工事（特別対策型）） 75 2/3 22.4 7

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害

危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 80 70 21 6

（湖岸堤防工事） 60 70 17 9

75 2/3 22.4 7

60 2/3 19 10

※ 2/3 19 10

農村地域環境保全整備事業

（農村地域環境保全総合整備事業）

（特定農業用管水路等特別対策事業）

※ 2/3 22.4 7

※ 70 21 6

農業用河川工作物等応急対策事業 80 70 26 4

75 2/3 24.4 9

※ 50 29 14

※ 55 29 14

※ 70 29 1

<※> <2/3> <29> <4.4>

水質保全対策事業 ※ 2/3 21.4 12 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

土地改良施設豪雨対策事業

農地保全事業

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

ため池群整備事業

地域ため池総合整備事業 　注９）に該当するものに適用す
る。

　注12）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業 ※ 2/3 24.4 9 　注11）に該当するものに適用す
る。

（防災ため池工事） 　注８）に該当するものに適用す
る。

　注９）に該当するものに適用す
る。

　注10）に該当するものに適用す
る。

湛水防除事業

農地防災

地盤沈下対策事業

　農業生産基盤整備（注17）及び農
村保全管理施設（注18）に係るもの
は、各事業の負担割合を適用する。

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
奄 美

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（都道府県営：その１６） （単位：％）

県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 52 24 9

※ 70 22 6

農地集積・集約化 農地集積・集約化 ※ 60 25 8

等対策費 対策整備交付金 ※ 65 25 8

※ 2/3 20.9 5

(※) (60) (28) (12)

[※] [60] [29] [7]

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金

※ 65 25 8

{※} {65} {26} {8}

〔※〕 〔65〕 〔26〕 〔9〕

※ 50 34 16

※ 2/3 21.4 12

※ 2/3 22.4 7

※ 2/3 19 10

※ 50 29 14

※ 2/3 24.4 9

　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

（防災減災対策）

（長寿命化対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

※ 70 22 6

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

農村整備

集落基盤再編型 　農業生産基盤整備に係るもののみ
に適用する。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等
（注21）を除く。中山間地域総合整備型 75 70 22 6

農地環境整備型

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
奄 美

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（都道府県営：その１７） （単位：％）

都県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

※ 55 27.5 10

(※) (55) (34) (11)

[※] [55] [31] [11]

※ 55 25 10

※ 60 25 10

※ 50 27.5 9

<※> <50> <27.5> <10>

<<※>> <<50>> <<25>> <<10>>

{※} {50} {31} {13}

{{※}} {{50}} {{29}} {{14}}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

[[※]] [[50]] [[33]] [[17]]

※ 55 27.5 10

(※) (52) (27.5) (10)

(※) (55) (27.5) (10)

【※】 【55】 【28.5】 【10.5】

※ 55 27.5 10

{※} {55} {30} {12}

〔※〕 〔55〕 〔31〕 〔14〕

※ 60 31 8

(※) (60) (32) (8)

農村地域防災減災

事業費

65 60 36 4

60 60 34 6

※ 60 34 6

65 60 30 10

60 60 31 9

60 55 37 8

55 55 37 8

50 55 32 13

65 60 30 10

60 60 28 12

60 60 31 9

※ 60 28 12

65 55 41 4

50 55 32 13

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用す
る。

鉱毒対策事業

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

地盤沈下対策事業

9

（ため池群整備型） ※ 60 34 6

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用す
る。

（一般整備型） 　注９）に該当するものに適用す
る。

（ため池長寿命化型） 60 60 31

防災ダム整備事業

水利施設等保全高度化事業

（一般型） 　営農環境整備（注21）を除く。
　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　<<>>書は基幹水利施設保全型に適
用する。
　{  }書は更新事業に適用する。た
だし、{{}}書は基幹水利施設保全型
に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）ただし、[[]]書
は基幹水利施設保全型に適用する。
　(　)書は畑地帯総合整備型に適用
する。ただし補助率の嵩上げは畑地
帯担い手育成型のみ適用する。
 【　】書は高収益作物転換型に適用
する。
　（一般型）及び（特別型）と併せ
行う農村地域防災減災事業は（注
25）によるもので、同事業の負担割
合を適用する。

（特別型）

（簡易整備型）

10 　営農環境整備（注21）を除く。

農業基盤整備促進事業 　（　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

農業競争力強化農地整備事業

農地整備事業 ※ 55 27.5

農地中間管理機構関連農地整備事業 ※ 55 25 10

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
離 島

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

 （　）書は粗放的管理区域に適用す
る。
農村振興環境整備等（注21）を除
く。



R2.4

（都道府県営：その１８） （単位：％）

都県 市町村

ア イ ウ エ

農業生産基盤整備 農村地域防災減災 60 52 31 11

事業費 事業費 55 50 31 13

50 50 29 14

65 55 36 9

※ 55 34 11

65 55 36 9

※ 55 34 11

65 55 36 9

60 55 34 11

※ 55 35 5

55 55 34 11

50 55 32 13

※ 60 29 11

[※] [60] [29] [11]

<※> <2/3> <29> <4.4>

※ 52 34 14

※ 60 34 6

※ 60 26 14

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 27.5

※ 55 27.5 10

(※) (55) (34) (11)

[※] [55] [31] [11]

※ 55 25 10

※ 60 25 10

※ 50 27.5 9

<※> <50> <27.5> <10>

<<※>> <<50>> <<25>> <<10>>

{※} {50} {31} {13}

{{※}} {{50}} {{29}} {{14}}

〔※〕 〔50〕 〔34〕 〔16〕

[[※]] [[50]] [[33]] [[17]]

※ 52 27.5 10

※ 55 27.5 10

農業水利施設等保全合理化事業

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　[　]書は甚大地域に適用する。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

農業水利施設危機管理対策事業

農業用施設等災害管理対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

特定農業用管水路等特別対策事業

13 　注11）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

農業用河川工作物等応急対策事業

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業 ※ 55 32

　注12）に該当するものに適用す
る。

（安全対策）

水利施設等整備事業 　<  >書は地域用水機能増進型に適
用する。ただし、ダム、頭首工等の
基幹的施設は除く。
　<<>>書は基幹水利施設保全型に適
用する。
　{  }書は更新事業に適用する。た
だし、{{}}書は基幹水利施設保全型
に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）ただし、[[]]書
は基幹水利施設保全型に適用する。
　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。
　ただし補助率の嵩上げは畑地帯担
い手育成型のみ適用する。

※ 55 27.5 10

　営農環境整備のうち営農用水及び
農業集落環境管理施設整備（注21）
を除く。

農業基盤整備促進事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備
（注21）を除く。

水利施設整備

土地改良施設突発事故復旧事業

農地整備

農地整備事業 ※ 55 10

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
離 島



R2.4

（都道府県営：その１９） （単位：％）

都県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 防災ダム事業

（防災ダム工事）

65 55 36 9

60 52 34 14

（地震対策ため池防災工事） ※ 55 34 11

※ 52 34 14

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 65 55 30 10

（ため池整備工事（特別対策型）） 60 52 31 11

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害

危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 65 55 30 10

（湖岸堤防工事） 60 55 28 12

60 52 31 11

※ 52 28 14

60 55 37 8

55 50 37 13

50 50 32 18

60 52 31 11

55 50 31 13

50 50 29 14

農村地域環境保全整備事業

※ 52 31 11

※ 60 31 9

※ 55 30 10

農業用河川工作物等応急対策事業 65 55 36 9

60 52 34 11

※ 50 29 14

※ 60 29 11

<※> <2/3> <29> <4.4>

55 50 34 16

50 50 32 18

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設
に係るもの、公害防止計画に基づく
もの及び水質保全施設と併せ行う施
設に適用する。（注13）

52 34 14 　注11）に該当するものに適用す
る。

（特定農業用管水路等特別対策事業）

（農村地域環境保全総合整備事業）

農地防災

（防災ため池工事） 　注８）に該当するものに適用す
る。

　注９）に該当するものに適用す
る。

　注10）に該当するものに適用す
る。

湛水防除事業

土地改良施設豪雨対策事業 ※ 50 32 18 　注11）に該当するものに適用す
る。

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用す
る。ただし、農村生活維持施設整備
（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地
震防災対策の推進に関する特別措置
法に基づいて実施される避難施設整
備に適用する。

ため池群整備事業

地域ため池総合整備事業 　注９）に該当するものに適用す
る。

　注12）に該当するものに適用す
る。

土地改良施設耐震対策事業 ※

農地保全事業

※ 50 35

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
離 島

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率

10

地盤沈下対策事業

　農業生産基盤整備（注17）及び農
村保全管理施設（注18）に係るもの
は、各事業の負担割合を適用する。



R2.4

（都道府県営：その２０） （単位：％）

都県 市町村

ア イ ウ エ

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 ※ 50 25 10

※ 60 30 7

55 50 27.5 9

農地集積・集約化 農地集積・集約化 ※ 55 27.5 10

等対策費 対策整備交付金 (※) (55) (34) (11)

[※] [55] [31] [11]

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金

※ 55 27.5 10

{※} {55} {30} {12}

〔※〕 〔55〕 〔31〕 〔14〕

※ 60 34 6

※ 60 31 9

※ 55 32 13

※ 60 28 12

※ 55 34 11

※ 55 35 5

農村整備

集落基盤再編型 　農業生産基盤整備に係るもののみ
に適用する。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等
（注21）を除く。

中山間地域総合整備型 65 60 30 7

農地環境整備型

　{  }書は更新事業に適用する。
 〔  〕書は一体的に行う安全対策に
適用する。（注28）

（防災減災対策）

（長寿命化対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

※ 60 30 7

農地耕作条件改善事業 　(　)書及び[　]書は防災関連事業
に係るものに適用する。（注22）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考
離 島

一　 般 　会 　計 　(歳 　出)
国庫率



R2.4

（市町村営：その１） （単位：％）

国庫率 都府県 市町村

50 14 21

55 14 21

50 29 11

55 28.5 10.5

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

55 17 23

(55) (19) (26)

55 19 26

50 21 29

55 21 24

（一般整備型） 50 18 25

（ため池長寿命化型） 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

45 24 31

40 26 34

50 18 25

55 18 25

50 18 25

55 18 25

<2/3> <12> <17.4>

50 21 29

55 21 24

50 21 29

55 21 24

　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

（安全対策）

　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

 （　）書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等（注21）を除く。

公害防除特別土地改良事業 　注14）に該当するものに適用する。農業生産
基盤整備（注17）に係るものは、同事業の負担
割合を適用する。

農業用施設等災害管理対策事業 　注15）に該当するものに適用する。

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施され
る避難施設整備に適用する。

土地改良施設突発事故復旧事業

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

水質保全対策事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

予 算 区 分
事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考農 林 水 産 省

（特別型）

農業生産基盤整備事
業費

農業競争力強化基盤
整備事業費

　高収益作物転換型に限る。

一　般　会　計　(歳　出)

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業

水利施設等保全高度化事業

農村地域防災減災事
業費

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

特定農業用管水路等特別対策事業



R2.4

（市町村営：その２） （単位：％）

国庫率 都府県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 50 14 21

55 14 21

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業 55 19 26

（地震対策ため池防災工事） 50 21 29

55 21 24

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 50 18 25

（ため池整備工事（特別対策型）） 55 18 25

（ため池整備工事（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 55 17 22

（湖岸堤防工事） 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

（特定農業用管水路等特別対策事業） 55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

<2/3> <12> <17.4>

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

農地集積・集約化 農地集積・集約化 50 14 21

等対策費 対策整備交付金 55 14 21

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (21)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型 55 14 21

農地耕作条件改善事業 　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

農村整備

集落基盤再編型 50 14 21

（防災減災対策）

農業用河川工作物応急対策等事業   注12）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業   注11）に該当するものに適用する。

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施され
る避難施設整備に適用する。

農地防災

　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地保全事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農地整備

農業基盤整備促進事業

水利施設整備

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考農 林 水 産 省

一　般　会　計　(歳　出)



R2.4

（市町村営：その３） （単位：％）

国庫率 道 市町村

50 14 21

55 14 21

50 33.5 10.5

55 33 10

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

55 17 23

(55) (19) (26)

農村地域防災減災

事業費 55 19 26

50 21 29

55 21 24

（一般整備型） 50 18 25

（ため池長寿命化型） 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

45 24 31

50 18 25

55 18 25

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 21 29

55 21 24

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

（安全対策）

公害防除特別土地改良事業 　注14）に該当するものに適用する。農業生産
基盤整備（注17）に係るものは、同事業の負担
割合を適用する。

農業用施設等災害管理対策事業 　注15）に該当するものに適用する。

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設突発事故復旧事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

 （　）書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等（注21）を除く。

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業

備　　　　　　　考北 海 道

一　般　会　計　(歳　出)

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

農業生産基盤整備事
業費

農業競争力強化基盤
整備事業費

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。



R2.4

（市町村営：その４） （単位：％）

国庫率 道 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 50 14 21

55 14 21

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業 55 19 26

（地震対策ため池防災工事） 50 21 29

55 21 24

ため池等整備事業 50 18 25

（ため池整備工事） 55 18 25

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事） 55 17 22

（湖岸堤防工事） 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

（特定農業用管水路等特別対策事業） 55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

55 19 26

50 21 29

55 21 24

農地集積・集約化 農地集積・集約化 50 14 21

等対策費 対策整備交付金 55 14 21

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (21)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 50 14 21

55 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型 55 14 21

農地耕作条件改善事業 　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農村整備

集落基盤再編型 50 14 21

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

農地防災

  注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地保全事業

農地整備

農業基盤整備促進事業

農業用河川工作物応急対策等事業 　注12）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考北 海 道

一　般　会　計　(歳　出)

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

水利施設整備



R2.4

（市町村営：その５） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

80 13 5

80 6 8

〔80〕 〔9〕 〔11〕

75 9 13

(75) (11) (14)

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

2/3 12 17.4

80 8 10

75 9 13

80 9 11

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

（安全対策） 80 9 11

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設突発事故復旧事業

水質保全対策事業 75 11 14 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

　注11）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業 80 9 11

農道防災対策工事 80 9 11

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

鉱毒対策事業

農地保全整備事業 80 8 10

湛水防除事業

用排水施設整備事業 80 8 10 　注10）に該当するものに適用する。

　注８）に該当するものに適用する。

80 8 10 　注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 80 9 11

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業 80 6 8

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考沖 縄

一　般　会　計　(歳　出)

 （　）書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等（注21）を除く。



R2.4

（市町村営：その６） （単位：％）

国庫率 県 市町村

沖縄振興交付金 沖縄振興公共投資

事業推進費 交付金

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 80 6 8

〔80〕 〔9〕 〔11〕

80 6 8

〔80〕 〔9〕 〔11〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事） 80 9 11

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 80 8 10

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事）

（湖岸堤防工事）

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

2/3 12 17.4

80 8 10

75 9 13

農地集積・集約化 農地集積・集約化

等対策費 対策整備交付金

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 80 6 8

〔80〕 〔9〕 〔11〕

80 9 11

75 11 14

80 8 10

（防災減災対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。中山間地域総合整備型 75 7 11

農地耕作条件改善事業 80 6 8

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

農村整備

集落基盤再編型 70 8 13

土地改良施設豪雨対策事業

水質保全対策事業 75 11 14 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

土地改良施設耐震対策事業 80 9 11 　注11）に該当するものに適用する。

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

農業用河川工作物応急対策等事業

水利施設整備

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

農地保全事業 80 8 10

農地防災

　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

80 8 10 　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地整備

農業基盤整備促進事業 80 6 8

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考沖 縄

一　般　会　計　(歳　出)



R2.4

（市町村営：その７） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

65 25.5 8

60 14 18

〔60〕 〔18〕 〔22〕

70 11 15

(70) (13) (17)

農村地域防災減災

事業費 70 13 17

2/3 14.4 19

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

70 11 15

2/3 12 17.4

2/3 14.4 19

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

農業用施設等災害管理対策事業

土地改良施設突発事故復旧事業

水質保全対策事業

（安全対策） 2/3 14.4 19

2/3 14.4 19 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

農村防災施設整備事業 70 11 15 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

農道防災対策工事 2/3 14.4 19

農業用河川工作物等応急対策事業 2/3 24.4 9

土地改良施設豪雨対策事業 　注11）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業 2/3 14.4 19

農地保全整備事業 65 13 17

地域防災機能増進事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

　高収益作物転換型に限る。

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 　注８）に該当するものに適用する。

2/3 12 17.4 　注９）に該当するものに適用する。

水利施設等保全高度化事業

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業 60 14 18

（特別型）

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考奄 美

一　般　会　計　(歳　出)

 （　）書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等（注21）を除く。



R2.4

（市町村営：その８） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 65 14 12

〔65〕 〔19〕 〔16〕

60 14 18

〔60〕 〔18〕 〔22〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事） 70 13 17

2/3 14.4 19

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 2/3 12 17.4

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

（ため池等農地災害危機管理対策事業）

（用排水施設整備工事） 70 11 15

（湖岸堤防工事） 2/3 12 17.4

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

農地集積・集約化 農地集積・集約化

等対策費 対策整備交付金

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 65 14 14

〔65〕 〔18〕 〔17〕

2/3 24.4 9

2/3 14.4 19

2/3 12 17.4

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

60 14 18

52 13

（長寿命化対策）

（防災減災対策）

農地耕作条件改善事業

農業水路等長寿命化・防災減災事業

集落基盤再編型

土地改良施設耐震対策事業

農村災害対策整備事業

農地整備

21 　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。中山間地域総合整備型 70 8 13

水質保全対策事業 2/3 14.4 19 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農村整備

　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農業用河川工作物応急対策等事業 2/3 24.4 9 　注12）に該当するものに適用する。

70 11 15 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設豪雨対策事業

2/3 14.4 19 　注11）に該当するものに適用する。

水利施設整備

農地防災

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

農地保全事業 65 13 17

農業基盤整備促進事業 60 14 18

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考奄 美

一　般　会　計　(歳　出)



R2.4

（市町村営：その９） （単位：％）

国庫率 都県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

55 28.5 10.5

55 14 21

〔55〕 〔19〕 〔26〕

60 14 20

(60) (17) (23)

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

52 21 27

60 17 23

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

農業競争力強化農地整備事業

農業基盤整備促進事業 55

中山間地域農業農村
総合整備事業費

中山間地域農業農村総合整備事業

14 21

　高収益作物転換型に限る。

地 帯 区 分

備　　　　　　　考離 島

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）

（特別型）

予 算 区 分

事　　業　　等
一　般　会　計　(歳　出)

（安全対策） 60 17 23

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 60 15 20 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設突発事故復旧事業

水質保全対策事業

公害防除特別土地改良事業 50 21 29 　注14）に該当するものに適用する。農業生産
基盤整備（注17）に係るものは、同事業の負担
割合を適用する。

農業用河川工作物等応急対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

土地改良施設耐震対策事業

農道防災対策工事

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

鉱毒対策事業

農地保全整備事業 50 18 25

湛水防除事業

用排水施設整備事業 60 15 20 　注10）に該当するものに適用する。

　注８）に該当するものに適用する。

60 15 20 　注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型） 60 17 23

  （　）書は粗放的管理区域に適用する。
農村振興環境整備等（注21）を除く。



R2.4

（市町村営：その１０） （単位：％）

国庫率 都県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 21

〔50〕 〔22〕 〔28〕

55 14 21

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事） 60 17 23

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 60 15 20

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事）

（湖岸堤防工事）

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

農地集積・集約化 農地集積・集約化

等対策費 対策整備交付金

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 55 14 21

〔55〕 〔19〕 〔26〕

60 17 23

60 15 20

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型 60 11 17

農地耕作条件改善事業 55 14 21

農村整備

集落基盤再編型 50 14 21

土地改良施設豪雨対策事業

水質保全対策事業

土地改良施設耐震対策事業

農村災害対策整備事業 60 15 20 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

農業用河川工作物応急対策等事業

水利施設整備

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

農地保全事業 50 18 25

農地防災

　注８）に該当するものに適用する。

　注９）に該当するものに適用する。

60 15 20 　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地整備

農業基盤整備促進事業 55 14 21

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考離 島

一　般　会　計　(歳　出)



R2.4

（土地改良区等営：その１） （単位：％）

国庫率 都府県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費 50 14 13

55 12 12

50 14 13

55 14 13

50 29 11

55 28.5 10.5

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型） 50 18 25

（ため池長寿命化型） 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

50 18 25

55 18 25

<2/3> <12> <17.4>

50 21 29

55 21 24

50 21 29

55 21 24

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施され
る避難施設整備に適用する。

（安全対策）

土地改良施設突発事故復旧事業

公害防除特別土地改良事業

農業用施設等災害管理対策事業 　注15）に該当するものに適用する。

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農道防災対策工事

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

土地改良施設耐震対策事業

一　般　会　計　(歳　出)

農業競争力強化農地整備事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

農業基盤整備促進事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考農 林 水 産 省

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

　注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業



R2.4

（土地改良区等営：その２） （単位：％）

国庫率 都府県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 50 14 13

55 14 13

50 14 13

55 12 12

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事）

ため池等整備事業 50 18 25

（ため池整備工事） 55 18 25

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事） 55 17 22

（湖岸堤防工事） 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

45 20 28

55 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

（特定農業用管水路等特別対策事業） 55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

土地改良施設耐震対策事業

50 18 25

55 18 25

<2/3> <12> <17.4>

土地改良施設豪雨対策事業

55 19 26

50 21 29

55 21 24

集落基盤再編型 50 14 13

農地集積・集約化 農地集積・集約化 50 14 13

等対策費 対策整備交付金 55 14 13

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (18.5)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

農村整備

  農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型

（防災減災対策）

　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地保全事業

水利施設整備

農地防災

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。
　<  >書は南海トラフ地震に係る地震防災対策
の推進に関する特別措置法に基づいて実施され
る避難施設整備に適用する。

農業用河川工作物応急対策等事業   注12）に該当するものに適用する。

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農地整備

農業基盤整備促進事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考農 林 水 産 省

一　般　会　計　(歳　出)

農地耕作条件改善事業

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）



R2.4

（土地改良区等営：その３） （単位：％）

国庫率 道 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費 50 14 13

55 12 12

50 14 13

55 14 13

50 33.5 10.5

55 33 10

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型） 50 18 25

（ため池長寿命化型） 55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

50 18 25

55 18 25

50 18 25

55 18 25

50 21 29

55 21 24

50 21 29

55 21 24

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

特定農業用管水路等特別対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

（安全対策）

土地改良施設突発事故復旧事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業

農業用施設等災害管理対策事業 　注15）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

農地保全整備事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

農道防災対策工事

湛水防除事業

用排水施設整備事業 　注10）に該当するものに適用する。

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

農業競争力強化農地整備事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

農業基盤整備促進事業

　注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考北 海 道

一　般　会　計　(歳　出)

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。



R2.4

（土地改良区等営：その４） （単位：％）

国庫率 道 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金 50 14 13

55 14 13

50 14 13

55 12 12

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事）

ため池等整備事業 50 18 25

（ため池整備工事） 55 18 25

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事） 55 17 22

（湖岸堤防工事） 50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

55 17 22

50 18 25

農村地域環境保全整備事業 50 18 25

（特定農業用管水路等特別対策事業） 55 18 25

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

55 19 26

50 21 29

55 21 24

農地集積・集約化 農地集積・集約化 50 14 13

等対策費 対策整備交付金 55 14 13

(50) (15) (22.5)

(55) (14) (18.5)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 50 14 13

55 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

〔55〕 〔19〕 〔26〕

50 21 29

55 21 24

50 42 8

50 32 18

55 42 3

55 32 13

50 18 25

55 18 25

50 14 13 　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

水利施設整備

農地防災

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設豪雨対策事業

農業用河川工作物応急対策等事業 　注12）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業

水質保全対策事業 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

農地整備

農業基盤整備促進事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考北 海 道

一　般　会　計　(歳　出)

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地保全事業

農地耕作条件改善事業 　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

農業水路等長寿命化・防災減災事業

農村整備

集落基盤再編型



R2.4

（土地改良区等営：その５） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

80 13 5

80 6 5

〔80〕 〔9〕 〔11〕

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

2/3 12 17.4

80 8 10

75 9 13

80 9 11

80 9 11

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

水質保全対策事業 75 11 14 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業

特定農業用管水路等特別対策事業

農道防災対策工事

土地改良施設豪雨対策事業

土地改良施設耐震対策事業

農地保全整備事業 80 8 10

地域防災機能増進事業

用排水施設整備事業 80 8 10 　注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

10   注９）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

80 8

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）

9 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

農業基盤整備促進事業 80 6 5

一　般　会　計　(歳　出)

農業競争力強化農地整備事業

草地畜産基盤整備事業 2/3 9.4

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考沖 縄

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。



R2.4

（土地改良区等営：その６） （単位：％）

国庫率 県 市町村

沖縄振興交付金 沖縄振興公共投資

事業推進費 交付金

2/3 9.4 9

75 7 7

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 80 6 5

〔80〕 〔9〕 〔11〕

80 6 5

〔80〕 〔9〕 〔11〕

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 80 6 5

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事）

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 80 8 10

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事）

（湖岸堤防工事）

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

2/3 12 17.4

80 8 10

75 9 13

農地集積・集約化 農地集積・集約化

等対策費 対策整備交付金

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 80 6 5

〔80〕 〔9〕 〔11〕

75 11 14

80 8 10

農業水路等長寿命化・防災減災事業

（長寿命化対策）

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。

中山間地域総合整備型

農地耕作条件改善事業 80 6 5

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

農村整備

集落基盤再編型 70 8 8

土地改良施設豪雨対策事業

農業用河川工作物応急対策等事業

水質保全対策事業 75 11 14 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

土地改良施設耐震対策事業

農村災害対策整備事業 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

農地保全事業 80 8 10

　注９）に該当するものに適用する。

80 8 10 　注10）に該当するものに適用する。

農地防災

湛水防除事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

水利施設整備

　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く

（地域農業水利施設保全型） 80 6 5

農地整備

農業基盤整備促進事業 80 6 5

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

一　般　会　計　(歳　出)
備　　　　　　　考沖 縄

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）



R2.4

（土地改良区等営：その７） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費

65 25.5 8

60 14 11

〔60〕 〔18〕 〔22〕

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

70 11 15

2/3 12 17.4

2/3 14.4 19

2/3 14.4 19

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 70 11 15 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

水質保全対策事業 2/3 14.4 19 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業 75 24.4 0.6 　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

土地改良施設豪雨対策事業

土地改良施設耐震対策事業

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）

農地保全整備事業 70 11 15

地域防災機能増進事業

用排水施設整備事業   注10）に該当するものに適用する。

鉱毒対策事業

17.4   注９）に該当するものに適用する。

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

用排水施設等整備事業

湛水防除事業

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

備　　　　　　　考奄 美

一　般　会　計　(歳　出)

　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

農業基盤整備促進事業 60 14 11

草地畜産基盤整備事業 2/3 9.4 9

農業競争力強化農地整備事業

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

2/3 12

農道防災対策工事



R2.4

（土地改良区等営：その８） （単位：％）

国庫率 県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金

2/3 9.4 9

70 8 8

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 65 14 8

〔65〕 〔19〕 〔16〕

60 14 11

〔60〕 〔18〕 〔22〕

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事）

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 2/3 12 17.4

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事） 70 11 15

（湖岸堤防工事） 2/3 12 17.4

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

農地集積・集約化 農地集積・集約化 60 14 11

等対策費 対策整備交付金 (60) (14) (13.5)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 65 14 9

〔65〕 〔18〕 〔17〕

75 24.4 0.6

2/3 14.4 19

2/3 12 17.4

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

農地耕作条件改善事業 　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

農村整備

集落基盤再編型 52 13 13

農業水路等長寿命化・防災減災事業

農業用河川工作物応急対策等事業 75 24.4 0.6 　注12）に該当するものに適用する。

　農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。中山間地域総合整備型

水質保全対策事業 2/3 14.4 19 　水質保全対策のうち水質保全施設に係るも
の、公害防止計画に基づくもの及び水質保全施
設と併せ行う施設に適用する。（注13）

土地改良施設耐震対策事業

農村災害対策整備事業 70 11 15 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設豪雨対策事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

水利施設整備

　注９）に該当するものに適用する。

　注10）に該当するものに適用する。

湛水防除事業

農地防災

農地保全事業 70 11 15

農地整備

農業基盤整備促進事業 60 14 11

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

一　般　会　計　(歳　出)
備　　　　　　　考奄 美

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）



R2.4

（土地改良区等営：その９） （単位：％）

国庫率 都県 市町村

農業生産基盤整備 農業競争力強化

事業費 基盤整備事業費 55 14 13

60 12 12

55 28.5 10.5

55 14 13

〔55〕 〔19〕 〔26〕

農村地域防災減災

事業費

（一般整備型）

（ため池長寿命化型）

55 18 25

50 18 25

60 36 4

60 34 6

52 21 27

60 17 23

60 17 23

土地改良施設突発事故復旧事業

（安全対策）

農業用施設等災害管理対策事業

農村防災施設整備事業 60 15 20 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

水質保全対策事業

公害防除特別土地改良事業

農業用河川工作物等応急対策事業 　注12）に該当するものに適用する。

特定農業用管水路等特別対策事業

土地改良施設耐震対策事業

地域防災機能増進事業

土地改良施設豪雨対策事業

農道防災対策工事

農地保全整備事業

湛水防除事業

用排水施設整備事業 60 15 20 　注10）に該当するものに適用する。

用排水施設等整備事業

ため池整備事業

（地震・豪雨対策型）

鉱毒対策事業

水利施設等保全高度化事業

（簡易整備型）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

60 15 20 　注９）に該当するものに適用する。

農業競争力強化農地整備事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

農業基盤整備促進事業 55 14 13

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

離 島

一　般　会　計　(歳　出)
備　　　　　　　考

（特別型） 　高収益作物転換型に限る。



R2.4

（土地改良区等営：その１０） （単位：％）

国庫率 都県 市町村

農山漁村地域整備 農山漁村地域整備

事業費 交付金

55 14 13

60 12 12

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 13

〔50〕 〔22〕 〔28〕

55 14 13

〔55〕 〔19〕 〔26〕

水利施設整備事業

（基幹水利施設保全型） 50 14 13

防災ダム事業

（地震対策ため池防災工事）

ため池等整備事業

（ため池整備工事） 60 15 20

（ため池整備工事（特別対策型））

（ため池整備工事

（都市型緊急整備事業））

（ため池水質改善工事）

(ため池等農地災害危機管理対策事業)

（用排水施設整備工事）

（湖岸堤防工事）

55 18 25

50 18 25

農村地域環境保全整備事業

（特定農業用管水路等特別対策事業）

60 36 4

60 34 6

農地集積・集約化 農地集積・集約化 55 14 13

等対策費 対策整備交付金 (55) (14) (18.5)

農業生産基盤整備 農業水利施設保全

推進費 管理整備交付金 55 14 13

〔55〕 〔19〕 〔26〕

60 36 4

60 34 6

60 15 20

（長寿命化対策）  〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）

（防災減災対策）

農地耕作条件改善事業 　( )書は機構集積協力金活用型に適用する。

農業水路等長寿命化・防災減災事業

集落基盤再編型 50 14 13   農業生産基盤整備に係るもののみに適用す
る。（注17）
　農村生活環境整備及び保全管理等（注21）を
除く。中山間地域総合整備型

農村整備

農村災害対策整備事業 60 15 20 　注16）に該当するものに適用する。ただし、
農村生活維持施設整備（注21）を除く。

土地改良施設豪雨対策事業

農地保全事業

水質保全対策事業

　注９）に該当するものに適用する。

60 15 20 　注10）に該当するものに適用する。

13

農地防災

湛水防除事業

農業用河川工作物応急対策等事業 　注12）に該当するものに適用する。

土地改良施設耐震対策事業

草地畜産基盤整備事業 　雑用水施設整備及び利用施設整備（注21）を
除く。

水利施設整備

　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く

（地域農業水利施設保全型） 55 14

 〔  〕書は一体的に行う安全対策に適用す
る。（注28）
　営農環境整備のうち営農用水及び農業集落環
境管理施設整備（注21）を除く。

（地域農業水利施設保全型）

農地整備

農業基盤整備促進事業 55 14 13

予 算 区 分

事　　業　　等

地 帯 区 分

一　般　会　計　(歳　出)
備　　　　　　　考離 島



備考欄の水質保全施設及び水質保全施設と併せ行う施設の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における水質保全施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙９（水質保全対策事業に係る運用）の第２の別表１の事
業メニューの表の区分の欄１に対応する工種の欄の（１）に対応する内容の欄のア及びウ、同区分に対応する工種の欄の（２）に対応する内容
の欄のアからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の（３）、同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の（１）に対応する内容の欄のアか
らウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の（２）並びに同表の区分の欄の４に対応する工種の欄の（１）に掲げるものとする。

　農山漁村地域整備交付金における水質保全施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用２（水質保
全対策事業）の第１の１の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の（１）に対応する内容の欄のア及びウ、同区分に対応する工
種の欄の（２）に対応する内容の欄のアからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の（３）、同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の
（１）に対応する内容の欄のアからウまで及びオ、同区分に対応する工種の欄の（２）並びに同表の区分の欄の５に対応する工種の欄の（１）
に掲げるものとする。

　農村地域防災減災事業における水質保全施設と併せ行う施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙９（水質保全対策事業に係る運用）の
第２の別表１の事業メニューの表の区分の欄１に対応する工種の欄の（４）及び同表の区分の欄の２に対応する工種の欄の（３）から（５）に
掲げるものとする。

農山漁村地域整備交付金における水質保全施設と併せ行う施設とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運
用２（水質保全対策事業）の第１の１の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の（４）及び同表の区分の欄の２に対応する工種
の欄の（３）から（５）に掲げるものとする。

注１６） 農村地域防災減災事業実施要領別紙13（農村防災施設整備事業に係る運用）の別表１の区分欄１及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金
実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙５別表１の区分欄の１及び２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４
（農地防災に係る運用）の運用１別紙５別表１の区分欄の１及び２に掲げるもの。

注１０） 農村地域防災減災事業実施要領別紙４（用排水施設等整備事業に係る運用）の第２の３に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３
－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅡの１（５）及び（６）に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地防災に係
る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅡの１（５）及び
（６）に掲げるもの。

注１１） 農村地域防災減災事業実施要領別紙６（地域防災機能増進事業に係る運用）の第２の１から３に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領
別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙４の第２の２、運用１別紙７の第１の２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙
４（農地防災に係る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙４の第２
の２、運用１別紙７の第１の２に掲げるもの。

注１２） 農村地域防災減災事業実施要領別紙７（農業用河川工作物等応急対策事業に係る運用）の第２の１及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付
金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙３の第２の１及び２に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地
防災に係る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙３の第２の１及び
２に掲げるもの。

注１３）

注１４） 農村地域防災減災事業実施要領別紙10（公害防除特別土地改良事業に係る運用）の第２の１から３までに掲げるもの。

注１５） 農村地域防災減災事業実施要領別紙12（農業用施設等災害管理対策事業に係る運用）の第２の１から５までに掲げるもの。

注７） 農村地域防災減災事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振第2118号農林水産省農村振興局長通知。以下「農村地域防災減災事業実施要領」
という。）第３の２（１）に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け21生畜第2045号、21農振第2454号、21林整
計第336号、21水港第2724号農林水産省生産局長、農林水産省農村振興局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「農山漁村地域整備交付金実施
要領」という。）別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅠの１（１）及び（４）に掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要
綱（平成24年４月６日付け23地第484号農林水産事務次官依命通知。以下「沖縄振興公共投資交付金交付要綱」という。）別紙４（農地防災に係
る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅠの１（１）及び
（４）に掲げるもの。

注８） 農村地域防災減災事業実施要領別紙３（ため池整備事業に係る運用）の第２の１（１）及び２に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実施要領
別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅠの１（２）から（４）まで及び運用１別紙６（ため池群整備事業）の第１の２に掲げる
もの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地防災に係る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１
（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅠの１（２）から（４）まで及び運用１別紙６（ため池群整備事業）の第１の２に掲げるもの。

注９） 農村地域防災減災事業実施要領別紙３（ため池整備事業に係る運用）の第２の１の（２）及び（３）に掲げるもの、農山漁村地域整備交付金実
施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅡの１（１）のアからカまで、（２）のア、イ及びエからカまで、（３）のアから
オまで、（４）並びに（７）のア及びイ、運用１別紙２別記１の１の（１）から（３）まで、（５）及び（７）並びに２の（１）から（３）ま
でに掲げるもの、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地防災に係る運用）の第２において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別
紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１のⅡの１（１）のアからカまで、（２）のア、イ及びエからカまで、（３）のアからオまで、
（４）並びに（７）のア及びイ、運用１別紙２別記１の１の（１）から（３）まで、（５）及び（７）並びに２の（１）から（３）までに掲げ
るもの。

注１） 国庫率の「ア」欄の値は、昭和57年度から平成４年度までの国の負担割合の引き下げは考慮しない場合を示す。又、※印は平成５年度以降の新
規制度を示す。

注２） 国庫率の「イ」欄の値は、平成５年度以降の率を示す。

注３） 都道府県及び市町村の負担割合（「ウ」欄及び「エ」欄の値）は、当該事業の国庫率に係る対象事業費に対する割合を示す。

注４） 附帯事業及び併せ行う事業等で、他の事業の国庫補助率を準用している場合は、準用されるそれぞれの事業の「ウ」欄及び「エ」欄の数値を適
用する。

注５） 国営土地改良事業のうち国営総合農地防災事業費、国営かんがい排水事業（併せ行うため池整備）、国営かんがい排水事業と一体的に行う耐震
化対策及び地域防災対策、都道府県営及び団体営土地改良事業のうち農村地域防災減災事業（農地防災、農地保全整備、水質保全対策、地盤沈
下対策、総合農地防災、公害防除特別土地改良、突発事故復旧）、水利施設等保全高度化事業と併せ行う農村地域防災減災事業、農山漁村地域
整備交付金（農地防災、農地保全整備、水質保全対策、地盤沈下対策、総合農地防災）、沖縄振興公共投資交付金（農地防災、農地保全整備、
水質保全対策、地盤沈下対策、総合農地防災）、農地耕作条件改善事業における防災関連事業（農地防災、農地保全整備、水質保全対策、地盤
沈下対策、総合農地防災）及び農業水路等長寿命化・防災減災事業のうち防災減災対策については、本表に示す標準的な費用負担の水準にかか
わらず、地方公共団体が設定する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする。

注６） 農地中間管理機構が事業主体となる場合は、都道府県営事業と同様の負担割合とする。



備考欄の農業生産基盤整備の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における農業生産基盤整備とは、農村地域減災防災事業実施要領別紙８（特定農業用管水路等特別対策事業に係る運用）
の第２の１から３まで、別紙13（農村防災施設整備事業に係る運用）の別表１の区分の欄の２に対応する事業種類の欄の（１）から（５）まで
に掲げるものとする。

農山漁村地域整備交付金における農業生産基盤整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙１
のⅤの１に掲げるもの、運用１別紙５（農村災害対策整備事業）の第２の運用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の
（１）、（２）及び（５）から（10）までに掲げるもの、別紙４－１（農村整備に係る運用）の運用１（農村集落基盤再編・整備事業）の別表
の区分欄の１に掲げるものとする。

　沖縄振興公共投資交付金における農業生産基盤整備とは、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地防災に係る運用）の第２において準
用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）のⅤの１に掲げるもの、運用１別紙５（農村災害対策整備事業）の
第２の運用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の（１）、（２）及び（５）から（10）までに掲げるものとする。

備考欄の農村保全管理施設の内容は以下に掲げるものとする。

農村地域防災減災事業における農村保全管理施設とは、農村地域防災減災事業実施要領別紙13（農村防災施設整備事業に係る運用）の別表１の
区分の欄の１に対応する事業種類の欄の（１）から（８）までに掲げるもの。

　農山漁村地域整備交付金における農業生産基盤整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙
５（農村災害対策整備事業）の第２の運用１別紙５別表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の（３）及び（４）並びに同表の区分の欄の
２に対応する事業種類の欄の（１）から（８）までに掲げるもの。

　沖縄振興公共投資交付金における農業生産基盤整備とは、沖縄振興公共投資交付金交付要綱別紙４（農地防災に係る運用）の第２において準
用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙５（農村災害対策整備事業）の第２の運用１別紙５別
表１の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の（３）及び（４）並びに同表の区分の欄の２に対応する事業種類の欄の（１）から（８）までに
掲げるもの。

農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第2690号農林水産省農村振興局長通知）別紙１（農地整備事業に係
る運用）の第３の別表の区分の欄の３、農業競争力強化農地整備事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第2605号、29生畜第1500号農林水
産省農村振興局長、生産局長通知。以下「農業競争力強化農地整備事業実施要領」という。）別紙１－１（農地整備事業に係る運用）の第３の
別表の区分の欄の３、別紙３（草地畜産基盤整備事業に係る運用）の第10の１の（１）の表の区分の欄の基本施設整備事業に対応する種目の欄
の（１）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応する種目の欄の（２）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、区分の欄の利用施
設整備事業、水利施設等保全高度化事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第2703号農林水産省農村振興局長通知）別紙２（特別型に係る
運用）の第３の別表の区分の欄の３、中山間地域農業農村総合整備事業実施要領（令和２年３月30日付け元農振第2792号農村振興局長通知）の
別表の区分の欄の１に対応する事業種類の欄の（９）及び同表の区分の欄の２、農村地域防災減災事業実施要領別紙13（農村防災施設整備事業
に係る運用）の第２の別表１の区分の欄の３、農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第2712号農林水産省
農村振興局長通知）別紙１（長寿命化対策）の(１)のアの（ｳ）、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙１－１（農地整備に係る運用）の運用１
（農地整備事業）の第２の別表１の区分の欄の３、運用４（草地畜産基盤整備事業）の第10の１の（１）の表の区分の欄の基本施設整備事業に
対応する種目の欄の（１）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応する種目の欄の（２）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、
区分の欄の利用施設整備事業、別紙２（水利施設整備に係る運用）の運用２（水利施設等整備事業のうち畑地帯総合整備型）及び運用３（農業
水利施設保全合理化事業）の第２の別表の区分の欄の３、運用５（地域用水環境整備事業）の第１の１（１）のアからキまで、（２）のアから
エまで、別紙３－１（農地防災に係る運用）の運用１別紙５（農村災害対策整備事業）の運用１別紙５別表１の区分の欄の３、別紙４－１（農
村整備に係る運用）の運用１（農村集落基盤再編・整備事業）の別表の区分の欄の２及び３、別紙12（効果促進事業に係る運用）の第４、沖縄
振興公共投資交付金交付要綱において準用する農山漁村地域整備交付金実施要領別紙１－１（農地整備に係る運用）の運用１（農地整備事業）
の第２の別表１の区分の欄の３、運用４（草地畜産基盤整備事業）の第10の１の（１）の表の区分の欄の基本施設整備事業に対応する種目の欄
の（１）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、同区分に対応する種目の欄の（２）に対応する工種及び整備内容の欄のエ、区分の欄の利用施
設整備事業、別紙２（水利施設整備に係る運用）の運用２（水利施設等整備事業のうち畑地帯総合整備型）及び運用３（農業水利施設保全合理
化事業）の第２の別表の区分の欄の３、運用５（地域用水環境整備事業）の第１の１（１）のアからキまで、（２）のアからエまで、別紙３－
１（農地防災に係る運用）の運用１別紙５（農村災害対策整備事業）の運用１別紙５別表１の区分の欄の３、別紙４－１（農村整備に係る運
用）の運用１（農村集落基盤再編・整備事業）の別表の区分の欄の２及び３、別紙12（効果促進事業に係る運用）の第４に掲げるものとする。

なお、これらの事業等に係る地方負担額については、平成31年度地方債同意等基準（平成31年総務省告示第173号）及び平成31年度地方債同意等
基準運用要綱（平成31年４月１日付け総財地第75号、総財公第39号、総財務第43号総務副大臣通知）第一の一の１の規定によるものとする。

注２５） 農業競争力強化基盤整備事業のうち水利施設等保全高度化事業の（一般型）及び（特別型）と併せ行う農村地域防災減災事業とは、農村地域防
災減災事業実施要領別表１の事業区分の欄の１の事業に掲げるもの。

注２６） 国営かんがい排水事業における緊急対策とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の２（４）に掲げるもののうち、耐震整備、地域防災対策及
び豪雨災害対策を行うもの。

注２７） 国営総合農地防災事業における緊急対策とは、国営総合農地防災事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第486号農林水産事務次官依命通
知）第２の２（10）に掲げるもの。

注２４） 国営かんがい排水事業と一体的に行う耐震化対策、地域防災対策及び豪雨災害対策とは、国営かんがい排水事業実施要綱第２の10に掲げるも
の。

注１７）

注１８）

注１９） 農山漁村地域整備交付金における備考欄の地域用水機能の増進を伴う農業用用排水施設整備とは、農山漁村地域整備交付金実施要領の一部改正
について（平成23年４月１日付け22生畜第2433号、22農振第2216号、22林整計第359号、22水港第2429号農林水産省生産局長、農林水産省農村振
興局長、農林水産省林野庁長官、農林水産省水産庁長官通知）による改正前の農山漁村地域整備交付金実施要領（以下「Ｈ22整備交付金要領」
という。）別紙（番号12集落基盤整備事業に係る運用）の第１の５の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の（２）に対応する
内容の欄のウに掲げるものとする。

注２０） 農山漁村地域整備交付金における備考欄の基幹水利施設補修とは、Ｈ22整備交付金要領別紙（番号12集落基盤整備事業に係る運用）の第１の５
の事業メニューの表の区分の欄の１に対応する工種の欄の（２）に対応する内容の欄のカの（ア）の②及び（カ）に掲げるものとする。

注２１）

注２２） 農業競争力強化農地整備事業実施要領別紙５（農業基盤整備促進事業に係る運用）の第４の２に定める別記様式第１号、農山漁村地域整備交付
金実施要領別紙１－１の運用２（農業基盤整備促進事業）の第５の２に定める別記様式第１号、農地耕作条件改善事業実施要領（平成27年４月
９日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知）第３の２に定める別記様式第２－１号及び第３の３に定める別記様式第２－２号の農地
防災事業の実施の欄に記載された区分による。

注２３） 国営かんがい排水事業における併せ行うため池整備とは、国営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付元構改Ｄ第523号農林水産事務次
官依命通知。以下「国営かんがい排水事業実施要綱」という。）第２の６に掲げるもの。



注３１） 農村地域復興再生基盤総合整備事業については、この通達による改正後もなお従前の例による。

注３０） 廃止事業の要綱に基づき採択された地区については、この通達による改正後もなお従前の例による。

注２９） 農山漁村地域整備交付金実施要領別紙１－１（農地整備に係る運用）の運用１（農地整備事業）の第２の３及び別紙4-1（農村整備に係る運用）
の運用４（農道整備事業）の第１の２の（１）に掲げる農道整備事業は本表に示す標準的な費用負担の水準にかかわらず、地方公共団体が設定
する負担割合を地方公共団体が負担すべきものとする。

注２８） 安全対策とは、国営かんがい排水実施要綱２の１、水利施設等保全高度化事業実施要綱（平成30年３月30日付け29農振第2702号農林水産事務次
官依命通知）第２の1及び２の３、農山漁村地域整備交付金実施要領別紙２運用１、運用３の１及び運用５、農業水路等長寿命化・防災減災事業
実施要綱第２の１と一体的に行うものとし、農業用用排水施設への転落による被害の防止又は軽減を図るための施設を対象とする。
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